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令和４年度 ６月補正予算（追加）案の概要 
  

 ６月２日及び３日の夕方に県北部や東部地域を中心に発生した降ひょうにより、農作物や農業用生産施設に被害

を受けた農業者に対し一日も早い復旧に向けた支援を行うため、所要の予算措置を講じることとした。 

 【補正予算の内容】 

  農作物の回復や次期作等への支援及び農業用生産施設の復旧への支援 

 

１ 補正予算額 

区 分 補 正 前 補 正 額 計 

一 般 会 計（第３号）  ２兆２，３１２億  ８７５万１千円   ８億７，４５０万８千円  ２兆２，３２０億８，３２５万９千円 

特 別 会 計 １兆２，３２５億５，９４０万１千円 － １兆２，３２５億５，９４０万１千円 

公営企業会計    １，８４５億３，４８０万円 －      １，８４５億３，４８０万円 

合 計 ３兆６，４８３億  ２９５万２千円     ８億７，４５０万８千円  ３兆６，４９１億７，７４６万円 

   

２ 補正予算の財源内訳（一般会計） 

歳 出 
財 源 内 訳 

   基金繰入金（※） 

８億７，４５０万８千円 ８億７，４５０万８千円 

※  基金繰入金は全て財政調整基金 

資料２ 
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３ 補正予算の内容   

   農作物の回復や次期作等への支援及び農業用生産施設の復旧への支援  ８億７，４５０万８千円 

※以下「条例に基づく支援」は、「埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく支援」をいう。 

 
    ア 農作物の回復や次期作等への支援 [条例に基づく支援]            ２億８，７９２万９千円 
    農業生産力の維持のため、病害虫の防除用農薬、樹勢の回復用肥料及び次期作の種苗等の購入費用を補助

する。（県１／２・市町村１／２）                                                    【農林部】 
 

  イ 農業用生産施設の復旧への支援 [条例に基づく支援]               ５億８，０２６万７千円 
    被害を受けた農業用生産施設の復旧のため、ビニールハウス等の修繕費用を補助する。（県１／２・市町

村１／２）                                                              【農林部】 
 
  ウ 復旧に必要な資金繰りへの支援 
   （ア）農業災害資金の融資枠の拡大 [条例に基づく支援]                       ６６万２千円 
      復旧に必要な資材等（農薬、肥料、種苗等）の購入や、農業用生産施設の復旧に必要な資金を支援する

ため、融資枠を拡大（６千万円→５億円）するとともに、農業者負担の無利子化を図るため市町村と連携
して利子補給を行う。                                【農林部】      

          令和５年度以降＜債務負担行為の設定＞ 限度額  ７２６万円       
  
   （イ）農業近代化資金の融資枠の拡大                         ４７８万円 
     更なる農業用生産施設の復旧に必要な資金ニーズに対応するため、融資枠を拡大（８億５千万円→１９

億５千万円）するとともに、農業者負担の無利子化を図るため市町村と連携して利子補給を行う。         
          令和５年度以降＜債務負担行為の設定＞ 限度額  １億５，９６７万６千円           【農林部】 
     
      （ウ）条例に基づく支援の対象とならない農業者に対する融資枠の拡大                 ８７万円 
      条例に基づく支援の対象とならない農業者を支援するため、農業近代化資金（県単資金）の融資対象・ 
    融資枠を拡大（２億円）するとともに、農業者負担の無利子化を図るため県単独で利子補給を行う。        
       令和５年度以降＜債務負担行為の設定＞ 限度額  ９５３万５千円            【農林部】  


